
１．件 名：日本原燃株式会社第二種廃棄物埋設事業変更許可申請に係る新規制

基準への適合確認に関するヒアリング（５９） 

２．日 時：令和２年７月１５日（水）１４時３０分～１６時１５分 

３．場 所：原子力規制庁 １０階北会議室（音声通話により実施） 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門 

金岡上席安全審査官、菅生主任安全審査官、鈴木安全審査専門職、古田

安全審査専門職 

日本原燃株式会社 

開発設計部長、他１２名 

 

５．要 旨： 

日本原燃株式会社（以下「原燃」という。）から平成３０年８月１日付で申請

（令和２年１月２０日付で一部補正）のあった廃棄物埋設事業変更許可申請に

ついて、以下のとおりヒアリングを実施した。 

（1）原子力規制庁から、令和２年７月７日に提出のあった補足説明資料につい

て、以下のコメントを行った。 

（第三条 安全機能を有する施設の地盤） 

・1 号及び 2 号廃棄物埋設施設の覆土の仕様変更による影響について言及する

こと。 

・1 号廃棄物埋設施設の仕様変更と支持性能、変形及び変異への影響との関係

づけに合理性を持たせて記載すること。 

（第四条 地震による損傷の防止） 

・1号及び 2号廃棄物埋設施設については、今回の設計変更に伴い、塩素 36 を

追加しているが、その影響について言及すること。 

（第八条 遮蔽等） 

・1 号廃棄物埋設施設の埋設設備 7,8 群について、遮蔽設計の観点で既許可の

内容から変更があるのか否かを明確にすること。 

・1 号廃棄物埋設施設の埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加並びに埋設する

廃棄体の種類の追加及び数量の変更に伴う影響はないとしているが、その理

由を明確にすること。 

・2 号廃棄物埋設地について、同条第２項の適合性の説明において管理区域の

設定等について言及すること。 

・2 号廃棄物埋設施設について、埋設する廃棄体の種類の追加及び変更に伴う

影響はないとしているが、その理由を明確にすること。 



（第十条 廃棄物埋設地） 

・3 号廃棄物埋設施設の狭隘部の覆土構造は難透水性覆土と異なるため、その

部位を明確に記載すること。 

・3 号廃棄物埋設施設の液状化に対する記載内容について、平仄があっていな

いので整合を図ること。 

・これまでの説明内容を総合的に判断すると、「利用可能な最善の建設・施工技

術」に係る記述に一部不足している点があることから、以下を追加すること。 

①既存の規格・基準に準拠することが書かれているが、これまでの議論では、

原燃は、変更許可から詳細設計までの間により良い技術があった場合にそ

れも考慮する余地を残すと考え方であると理解しているが、申請書で必ず

しも明示的に読み取れない。したがって、「詳細設計時点で最新の知見を

踏まえて技術や規格を用いること」を明示すること。 

②埋設する放射性廃棄物の特徴を踏まえた設計であるとしているが、これま

での説明内容から、より具体的には埋設する放射性廃棄物のリスクを考慮

した設計となっていると考えられることから、表現を適正化すること。 

③地下水面下に設置する観点で国内外の類似施設とは似て非なるものであ

るとの説明であるが、これまでの説明では、国内外の類似施設の設計を参

考にしつつ、地下水面下への設置となる特徴を考慮して設計したとされて

いる。また、１，２号埋設の経験を踏まえて、設計を最善なものとしてい

る（ひび割れ防止筋、内部防水等）。これらが明示されていないので、記

載の拡充を図ること。 

④これまでの説明では、「国内外の類似施設の設計を参考に設計しており、

1,2 号埋設施設の設計・施工実績を考慮して、現在の廃棄物埋設地設置予

定地においては、地下水面下に廃棄物埋設施設を設置することにより、人

間侵入リスクが高い地表面を避け、侵食抵抗性の高く、敷地周辺の天然バ

リアである岩盤が有する性能を有効利用するために岩盤内に設置するも

のである」であったと理解しているが、この旨の記載を追記すること。 

・廃止措置開始前の平常時における公衆の「地下水中の放射性物質が移行する

尾駮沼の水産物摂取による内部被ばく」の線量評価の結果、線量が最大とな

る時期の線量約 3.8μSv/y のうち塩素 36 の線量は約 1.0×10-1μSv/y であ

り、その寄与率は 1%以上となっている。『放射性廃棄物に含まれる放射性物

質の種類について（内規）』（平成 24・03・22 原院第 1号）において「選定さ

れた被ばく経路ごとに、当該放射性廃棄物中に含まれる全ての放射性物質の

種類の中から、最大の線量値を持つ放射性物質の線量の最大値と比較して、

当該放射性物質の線量の最大値が 1パーセント以上である放射性物質を、影

響をもたらすことが予想される放射性物質として選定する。」と規定されて



いることから、塩素 36 を、影響をもたらすことが予想される放射性物質と

して選定すること。 

（第十三条 廃棄施設） 

・覆土完了後の放射性廃棄物の発生の有無についての記載が資料中で整合がと

れていないので、整合を図ること。 

 

（2）原燃から、本日のヒアリングを踏まえて対応する旨の発言があった。 

 

６．その他： 

提出資料なし 

 

以上 


